


 

 検察庁が、どのような仕事をし

ているかをまとめたＤＶＤを見て

もらいました。 

 その後、パワーポイントを使用

して、「令和５年度四国ブロック

再犯防止シンポジウム」の内容を

紹介しつつ、検察庁の各取組につ

いて説明しました。 

 警察と検察の違いや、検察庁の

様々な取組（被害者支援、再犯防

止、法教育）について理解しても

らえたことと思います。 

業務説明 



  

 ２班に分かれて、庁内見学を行い、倉庫や

書庫を案内しました。 

 証拠品庫は、警察等の捜査機関から検察

庁へ送致された事件の証拠品を受入れ、保

管している場所です。 

 証拠品の現物をお見せすることはできま

せんが、一般の方が普段目にすることのな

い拳銃などの写真を掲示し説明を行いまし

た。 

 記録庫は、刑事事件記録を収納している

場所で、種類ごとに保管期間が決まってい

ることなどを説明しました。 

 裁判書のコピーを掲示し、毛筆手書き・

縦書きからパソコン・横書きへと変化して

きた時代の流れを実感してもらいました。 

庁内見学 



 

 検察庁で使用している器具類

について、現物を見てもらいな

がら説明しました。 

 検察庁で最も使用する器具は

手錠ですが、刑事ドラマで見る

ような銀色の重い鉄製ではな

く、平成中盤以降、材質も重量

も変更されていますので、ぜ

ひ、次回のイベントに参加して

体験してみてください。 

使用器具類説明 



 

 

 ２班に分かれて行いました。写真

は、参加者が、取調べを始める前に

事件記録を読んでいるところです。 

 参加者１２名ずつが検察官役とな

り、検察事務官が扮した被疑者１名

を取り調べるスタイル（現実にはあ

りえませんが…）で行いました。 

 それぞれの参加者が、検察官にな

りきって、鋭い質問を繰り出すな

ど、多数の方に発言をしてもらうこ

とができたので、良かったのではな

いかと思います。 

 このイベントが、検察庁の業務を

より知っていただくきっかけになれ

ば幸いです。 

模擬取調べ 


